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外務省の国連女性差別撤廃委員会への対応に抗議し撤回を求めます 

私たち全国フェミニスト議員連盟は、女性議員を増やし男女平等社会を実現しようと活動している

市民と議員の団体です。 

1 月29 日、外務省は国連人権高等弁務官事務所に対して、拠出している任意拠出金の使途から

女性差別撤廃委員会(以下、委員会)を除外すること、本年度に予定していた委員の訪日プログラム

実施を見合わせることを委員会に伝達したと発表しました。日本のジェンダー平等推進に大きく貢献

してきた委員会に対するこの措置に対し、強い怒りをもって抗議し、撤回を求めます。 

措置の理由について、昨年10 月に実施された女性差別撤廃委員会の第９回日本定期報告に関

する最終見解において、「男系男子の皇位継承を定めた皇室典範の改正」を勧告したことへの抗議

の意図であると説明しています。しかし、委員会による勧告への対応は、締約国自らが判断していく

ものです。事実、1985 年に日本が女性差別撤廃条約を批准するにあたり、政府は、国籍法改正、家

庭科の男女共修、男女雇用機会均等法制定を主体的に行い、以降の委員会勧告の内容についても

国内議論を経て民法改正（婚姻年齢、再婚禁止期間等）や刑法改正（性交同意年齢等）など、自ら法

改正や制度整備を数多く行いました。一方で､法改正等に至っていない勧告も数多く残り、重ねての

勧告となっていますが、強制的な修正を求められているものではありません。 

政府はすでに、24 年12 月の段階で、最終見解の皇室典範に関わる部分への意見書を委員会あ

てに提出しています。今回の拠出金除外という経済的報復や委員の訪日拒否は、対話路線拒絶の強

権国・人権後進国と言われても仕方がない恥ずべき行為です。まさに対話拒否の姿勢を国際的に示

すもので、将来への禍根を残します。 

折しも、皇室典範改正については国民的関心も高く、国内議論を尽くし結論を出していこうという

時期にあります。改正に賛成する声が大きいという世論調査の結果もある中、外務省が一方的にこ

のような姿勢を示すことは、今後の世論をミスリードすることにもなりかねません。天皇制について、

本当に女性の「人権及び基本的自由」を侵害していることと無関係なのかも含め、しっかりと国民的

議論を尽くすべきです。また、選択的夫婦別姓制度についても 4 度目の勧告がなされていますが、

今回の外務省の対応は、今後議論が必要な時にジェンダー平等を進めまいとする政治的意図があ

るのではないかという不信感さえ募ります。 

今回の外務省の措置は、国際協調の中での人権や差別禁止問題全体への日本の施策や、国際的

な評価にもマイナスの影響を与えかねず、強く抗議するとともに直ちに撤回するよう求めます。 


